
収
集
日　
２
月
１
日
・
８
日
・
15

日
・
22
日
の
月
曜
日
の
午
後（
各

日
先
着
６
人
）

収
集
品
目　
家
具
・
自
転
車
な
ど

収
集
制
限　
各
家
庭
４
点
以
内

料
金　
１
㎏
当
た
り
30
円（
消
費

税
別
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
１
月

22
日
㈮
か
ら
電
話
で
清
掃
セ
ン
タ
ー

（
☎
㉓
８
３
０
５
）へ

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）・
自

動
車
税（
種
別
割
）は
、
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者（
割
賦
販
売
の

場
合
は
使
用
者
）に
課
税
さ
れ
ま

す
。
住
所
や
所
有
者
が
変
わ
っ
た

と
き
、
譲
渡
や
廃
車
を
し
た
と
き

は
速
や
か
に
登
録
・
変
更
・
廃
車

な
ど
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
と
、
元

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
た
り
、
納

税
通
知
書
が
届
か
な
く
な
っ
た
り

す
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と

な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
税
務
課（
☎
40
２

８
０
３
）

　
専
門
家
に
よ
る
空
き
家
の
無
料

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
２
月
20
日
㈯
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

会
場　
藤
岡
公
民
館

相
談
時
間　
１
組
30
分

専
門
相
談
員　
群
馬
県
宅
地
建
物

取
引
業
協
会
・
全
日
本
不
動
産
協

会
群
馬
県
本
部
・
群
馬
司
法
書
士
会

対
象　
市
内
に
あ
る
空
き
家
の
所

有
者
や
管
理
者

定
員
16
組（
先
着
順
）

参
加
料　
無
料

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
１
月

22
日
㈮
〜
２
月
12
日
㈮
に
電
話
で

建
築
課（
☎
40
２
３
２
６
）へ

　
世
界
文
化
遺
産
高
山
社
跡
で
防

火
訓
練
を
行
い
ま
す
。
訓
練
実
施

中
は
見
学
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
31
日
㈰
午
前
10
時
〜

11
時

問
い
合
わ
せ　
文
化
財
保
護
課（
☎

㉓
５
９
９
７
）

　
運
転
免
許
の
更
新
時
期
を
迎
え

る
70
歳
以
上
の
人
に
対
し
、
県
公

安
委
員
会
か
ら「
認
知
機
能
検
査

通
知
書
」（
75
歳
以
上
の
み
）・

「
高
齢
者
講
習
通
知
書
」が
郵
送

さ
れ
ま
す
。
通
知
書
で
は
検
査
・

講
習
の
実
施
日
時
や
場
所
が
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
届
い
た
人

の
う
ち
次
の
事
項
に
該
当
す
る
人

は
、
必
ず
県
警
察
本
部
ま
で
電
話

を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　
▽
指
定
さ
れ
た
検
査
・
講

習
の
日
時
・
場
所
を
変
更
す
る
人

▽
都
合
に
よ
り
欠
席
す
る
人（
欠

席
の
連
絡
が
な
い
場
合
、
更
新
に

必
要
な
高
齢
者
講
習
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）▽

運
転
免
許
を
返
納
す
る
人
ま
た
は

更
新
を
し
な
い
人

問
い
合
わ
せ　
県
警
察
本
部（
☎

０
２
７
・
２
５
３
・
７
５
７
３
）

　
選
挙
権
を
有
す
る
国
民
の
中
か

ら「
く
じ
」で
選
ば
れ
た
11
人
の

検
察
審
査
員
が
、
検
察
官
の
不
起

訴
処
分（
事
件
を
裁
判
に
か
け
な

か
っ
た
こ
と
）に
つ
い
て
、良
か
っ

た
か
ど
う
か
を
審
査
し
ま
す
。
検

察
官
の
行
為
に
関
し
、
民
意
を
反

映
さ
せ
て
適
正
を
図
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
理
解
し
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

任
期　
６
カ
月

仕
事
内
容　
検
察
官
の
し
た
不
起

訴
処
分
が
国
民
の
常
識
に
合
致
し

て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
ま
す

　
※
法
律
的
な
専
門
知
識
は
不
要

そ
の
他　
検
察
審
査
員
と
同
様
に

選
ば
れ
た
補
充
員
は
、
検
察
審
査

員
が
欠
け
た
と
き
、
補
欠
ま
た
は

臨
時
の
検
察
審
査
員
と
し
て
職
務

を
行
い
ま
す

問
い
合
わ
せ　
高
崎
検
察
審
査
会

事
務
局（
☎
０
２
７
・
３
２
２
・

３
５
８
５
）

　
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に「
前

橋
地
方
裁
判
所
探
検
ツ
ア
ー
」を

掲
載
し
ま
し
た
。裁
判
所
ナ
ビ
ゲ
ー

タ
ー
の「
さ
い
た
ん
」が
、
実
際

の
法
廷
の
様
子
や
裁
判
官
席
か
ら

見
た
景
色
な
ど
、
普
段
な
か
な
か

目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
視
点

か
ら
裁
判
所
を
案
内
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

https://
w
w
w
.courts.go.jp/m

aebashi/
index.htm

l

問
い
合
わ
せ　
前
橋
地
方
裁
判
所

（
☎
０
２
７
・
２
３
１・
４
２
７
５
）

車種 手続き場所・問い合わせ

軽自動車（三輪・四輪） 軽自動車検査協会群馬事務所
（☎050・3816・3109）

原動機付自転車（125cc以下） 市役所税務課（☎402803）
鬼石総合支所鬼石振興課
（☎523111）小型特殊自動車（トラクターなど）

二輪車（125cc超～250cc以下） 群馬県自動車整備振興会
（☎027・261・0274）

二輪車（250cc超～） 関東運輸局群馬運輸支局
（☎050・5540・2021）普通自動車

　（一財）自治総合センターは、宝くじ
の社会貢献広報事業の一環として、宝
くじの収益金を財源に自治会などへの
助成事業を行っています。本年度は、
下表のとおり、市内公会堂などに防災
倉庫をはじめとする防災備品を整備し
ました。

→第32区が整備した
防災倉庫

自治会名など 備品名
  第32区（立石南）  防災倉庫、発電機など

  市消防団  救命胴衣

宝くじの助成金で整備宝くじの助成金で整備

問い合わせ　地域安全課（☎㉒7444）

←市消防団が整備
した救命胴衣

藤岡市障害福祉計画（案）への意見を募集します

P
u
b
lic

  C
o
m
m
e
n
t

　令和３年度～令和５年度における障害福祉サービスなどの提供に関する体制づくりや
サービスなどの確保のための取り組みなどを定めた「藤岡市障害福祉計画」を策定します。
この計画の素案に対し、パブリックコメント手続きにより意見を募集します。

閲覧および意見提出期間　１月 28日㈭～３
月８日㈪午前８時30分～午後５時15分（土・
日曜日、祝日を除く）
閲覧場所　市政情報コーナー、鬼石総合支所
鬼石振興課、市ホームページ
意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学
の人、市内に事務所・事業所を有する法人・
個人、その他利害関係を有する人
その他　提出された意見を考慮し「藤岡市障
害福祉計画」を策定します。意見の概要とそ

の意見に対する市の考え方は、個人情報を除
いて公開します。なお個々の意見に直接回答
はしません
提出方法　任意の様式に意見・住所・氏名・電
話番号を記入して、直接もしくは郵便・ファ
クス・メールいずれかの方法で福祉課（〒
375-8601（住所記載不要）市役所福祉課 　㉒
5592　  hukushi2@city.fujioka.gunma.jp）へ

問い合わせ　福祉課（☎40 2384）

そ
の
他

粗
大
ご
み
有
料
回
収

軽
自
動
車
な
ど
の

登
録
・
変
更
・
廃
車
手
続
き

空
き
家
相
談
会

高
山
社
跡
防
火
訓
練

認
知
機
能
検
査
・
高
齢
者
講
習

検
察
審
査
会
制
度

裁
判
所
探
検
ツ
ア
ー

　スマートフォン用無料アプリ
「マチイロ」を導入しています。
お使いのスマホから「いつでも」・
「どこでも」・「無料」で広報ふじお
かを読めます。

問い合わせ　秘書課（☎402208）

利用方法は
こちら

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

講
座
・
教
室

募　
集

ス
ポ
ー
ツ

健
康
福
祉

そ
の
他
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